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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月17日(2020.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　抵抗Ｒ８の一端は、接続点１２４に接続されており、検知入力端３２として機能する。
抵抗Ｒ８の他端は、抵抗Ｒ９の一端に接続されており、抵抗Ｒ９の一端は、検知出力端３
８として機能する。抵抗Ｒ９の他端は、グランドされている。上述の接続により、検知出
力端３８は、供給電圧Ｖｉに応じた検知電圧Ｖｄを出力する。検知電圧Ｖｄは、供給電圧
Ｖｉに応じて変化し、且つ、供給電圧Ｖｉよりも低い。特に、本実施の形態の検知電圧Ｖ
ｄは、蓄電回路１０が初期状態にあるとき、検知電圧Ｖｄ＝供給電圧Ｖｉ×Ｒ９×{１／
Ｒ８＋１／（Ｒ４＋Ｒ５＋Ｒ６）}／[１＋Ｒ９×{１／Ｒ８＋１／（Ｒ４＋Ｒ５＋Ｒ６）}
]の分圧式によって表される。この分圧式において、ＲＮ（Ｎは４、５、６、８又は９）
は、抵抗ＲＮの抵抗値を示している。以降の説明においても、式中のＲＮ（Ｎは整数）は
、抵抗ＲＮの抵抗値を示している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　纏めると、電圧検知回路３０は、供給電圧Ｖｉと所定電圧ＶＺとによって規定される参
照電圧Ｖｒ、及び、供給電圧Ｖｉによって規定される検知電圧Ｖｄが得られる限り、どの
ように構成されていてもよい。例えば、図８を図２と併せて参照すると、変形例による電
圧検知回路３０Ｂは、ツェナーダイオードＺ１に代えて、直列に接続された４つのダイオ
ードＤ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４を有している。電圧検知回路３０Ｂによっても、電圧検知回
路３０と同様な参照電圧Ｖｒ及び検知電圧Ｖｄが得られる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　図１を参照すると、比較回路４０は、接続点１２６において電源ライン１２に接続され
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ており、これにより、比較回路４０に供給電圧Ｖｉが印加される。比較回路４０は、ポジ
ティブ入力端４２と、ネガティブ入力端４４と、出力端４８とを有している。ポジティブ
入力端４２は、電圧検知回路３０の参照出力端３６に接続されており、参照電圧Ｖｒに応
じた非反転電圧Ｖｐが印加される。ネガティブ入力端４４は、電圧検知回路３０の検知出
力端３８に接続されており、検知電圧Ｖｄに応じた反転電圧Ｖｎが印加される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　図１を参照すると、付加的回路５０は、電源端５２と、グランド端５４と、付加的制御
端５６と、付加的出力端５８とを有している。電源端５２は、接続点１２８において電源
ライン１２に接続されており、これにより、電源端５２に供給電圧Ｖｉに応じた電圧が印
加される。グランド端５４は、グランドされている。付加的制御端５６は、比較回路４０
の出力端４８に接続されており、付加的制御電圧Ｖｃａに応じた付加的印加電圧Ｖｘａが
印加される。付加的出力端５８は、電源端５２と接続点１２８との間に接続されている。
付加的回路５０は、付加的印加電圧Ｖｘａによって動作し、付加的出力端５８から制御電
圧Ｖｃを出力する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　図１及び図２を参照すると、本実施の形態において、付加的回路５０の電源端５２は、
電源ライン１２に接続されると共に、電圧検知回路３０の検知出力端３８に接続されてい
る。詳しくは、図２を参照すると、付加的スイッチング素子５０Ｓのドレインは、接続点
１２８に接続されていると共に、ヒステリシス回路４２０の抵抗Ｒ５及び抵抗Ｒ６を介し
て、電圧検知回路３０の検知出力端３８に接続されている。この構成により、電源端５２
には、検知電圧Ｖｄに応じた電圧が印加される。但し、本発明は、これに限られず、電源
端５２は、必要に応じて検知出力端３８に接続されていればよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　第３スイッチング素子４０６がＯＮ状態になると、付加的制御電圧Ｖｃａがグランド電
圧（０Ｖ）になり、付加的スイッチング素子５０Ｓは、ＯＦＦ状態になる。即ち、付加的
回路５０は、非グランド状態になる。付加的回路５０が非グランド状態になると、制御電
圧Ｖｃが検知電圧Ｖｄよりも大きくなり、副スイッチング素子６０Ｓは、ＯＮ状態になる
。副スイッチング素子６０ＳがＯＮ状態になると、主スイッチング素子６０Ｍにおいて、
供給電圧Ｖｉを抵抗Ｒ１２と抵抗Ｒ１３とによって分圧した電圧がゲートに印加される。
一方、ソースには供給電圧Ｖｉが印加され続けている。この結果、主スイッチング素子６
０Ｍは、ＯＮ状態になり、スイッチ回路６０は導通状態になる。導通状態において、電源
８２が生成した電力は、キャパシタ２０に蓄積された電力と共に負荷８８に供給される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　図２～図４までを参照すると、図示した抵抗ＲＮ（Ｎは整数）は、１つの抵抗器に限ら
れず、複数の抵抗器の組み合わせであってもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　開始点からＴ０までの間、供給電圧Ｖｉの上昇に伴い、検知電圧Ｖｄ及び反転電圧Ｖｎ
が徐々に上昇する。この間、供給電圧Ｖｉは、ツェナー電圧ＶＺよりも低いため、ツェナ
ーダイオードＺ１は、ＯＦＦ状態にあり、供給電圧Ｖｉの上昇に伴い、参照電圧Ｖｒ（非
反転電圧Ｖｐ）が徐々に上昇する。この間、参照電圧Ｖｒは供給電圧Ｖｉと等しく、反転
電圧Ｖｎは供給電圧Ｖｉよりも低い。即ち、非反転電圧Ｖｐは、反転電圧Ｖｎよりも高い
ため、第１スイッチング素子４０２は、ＯＮ状態になり、第２スイッチング素子４０４は
、ＯＦＦ状態を維持する。この結果、第３スイッチング素子４０６のゲートの電圧がグラ
ンド電圧（０Ｖ）となり、第３スイッチング素子４０６は、ＯＦＦ状態を維持し、付加的
スイッチング素子５０Ｓのゲートに、供給電圧Ｖｉと等しい付加的制御電圧Ｖｃａ（＝付
加的印加電圧Ｖｘａ）が印加される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　開始点からＴ０までの間、付加的制御電圧Ｖｃａは、付加的スイッチング素子５０Ｓの
付加的閾値ＴＡよりも低い。このため、付加的スイッチング素子５０Ｓは、ＯＦＦ状態を
維持し、副スイッチング素子６０Ｓのゲートに、検知電圧Ｖｄに応じた制御電圧Ｖｃ（＝
印加電圧Ｖｘ）が印加される。このとき、制御電圧Ｖｃは、副スイッチング素子６０Ｓの
所定閾値ＴＰよりも低い。このため、副スイッチング素子６０Ｓは、ＯＦＦ状態を維持し
、主スイッチング素子６０Ｍのソース及びゲートに供給電圧Ｖｉが印加される。この結果
、主スイッチング素子６０ＭはＯＦＦ状態を維持し、スイッチ回路６０は遮断状態を維持
する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
　図１０に測定結果を示す。図１０を図９と比べれば理解されるように、実施例２の回路
は、実施例１の回路と同様に動作する。詳しくは、実施例２の回路において、開始点から
Ｔ２までの間、スイッチ回路６０（図２参照）は遮断状態を維持する。この間、Ｔ０にお
いて、付加的制御電圧Ｖｃａは、付加的閾値ＴＡに達する。Ｔ１において、供給電圧Ｖｉ
は、ツェナー電圧ＶＺに達する。スイッチ回路６０は、Ｔ２において導通状態になり、Ｔ
２からＴ３までの間、導通状態を維持する。スイッチ回路６０は、Ｔ３において遮断状態
になり、Ｔ３からＴ４までの間、遮断状態を維持する。Ｔ２以降、実施例２の回路は、Ｔ
２からＴ４までの間の状態を繰り返す定常状態になる。実施例２の回路は、定常状態にあ
るとき、適切に動作している。
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